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は じ め に

平成11年７月、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮し

つつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱に関する状

況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握

に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供

に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促

進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が制定・公布された。

同法では、以下の事項について、公布後９ヶ月以内に政令により定めることとされて

いる。

① 法第２条第２項に規定される「第一種指定化学物質」（人の健康を損なうおそれが

ある等の性状を有し、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存する

と認められる化学物質）並びに法第２条第３項に規定される「第二種指定化学物質」

（人の健康を損なうおそれがある等の性状を有し、相当広範な地域の環境において当

該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質）

② 法第２条第５項に規定される「第一種指定化学物質を含有する製品」、法第２条第

６項に規定される「第二種指定化学物質を含有する製品の要件」

③ 法第２条第５項に規定される「第一種指定化学物質等取扱事業者の業種及び要件」

このうち、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質については、法第18条により、

あらかじめ中央環境審議会、生活環境審議会及び化学品審議会の意見を聴いて定めるこ

ととされており、化学品審議会に対しても、平成１１年９月１０日付けで、通商産業大

臣より「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に

基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定について」の諮問が行われた

ところ。

これを受け、当部会の下に設置した化学物質管理促進法対象物質検討分科会と中央環

境審議会環境保健部会、生活環境審議会生活環境部会に設置された専門委員会との合同

審議を経た後、当部会における審議を踏まえ、本日、化学品審議会会長に通商産業大臣

への答申案を提出するところである。

さらに、当部会では、対象物質に関する審議に関連して、法第２条第５項、第６項に

規定される製品の要件及び法第２条第５項に規定される第一種指定化学物質等取扱事業

者についても審議を行い、以下のような結論を得たので報告を行う。
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Ⅰ 製品の要件について

１ 法律での位置づけ

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下、

「法」という。）第２条第５項第１号及び法第２条第６項においては、第一種指定化

学物質や第二種指定化学物質を含有する製品としてそれぞれ政令で要件を定める旨、

規定されている。

これらのうち、第一種指定化学物質を含有する製品は、第２条第５項第１号におい

て、ＰＲＴＲの対象事業者（第一種指定化学物質等取扱事業者）を定義付けるために

用いられている。（なお、この製品は、第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及

び移動量を算定するための対象の製品にもなる。）

また、第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品は、法第２条第

６項、第４条及び第１４条の規定により、自主管理の対象となる製品及びＭＳＤＳを

交付しなければならない製品とされている。

２．政令で定める要件の基本的考え方

本法の目的は、人の健康や生態系に有害性があり、相当広範な地域の環境において

継続して存すると認められる化学物質や製造、輸入量等の増加により将来継続して存

することとなることが見込まれる化学物質を対象にして、その環境への排出量等の把

握に関する措置（ＰＲＴＲ）やその性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ）の提供

に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を

促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することにある。

このように、環境を経由した人や生態系への悪影響を及ぼす可能性のある化学物質

を対象にしていることから、対象となる製品の基本的な考え方としては、事業活動に

伴い第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質（以下「指定化学物質」という。）

が環境中（大気、水系、土壌）に排出される可能性のあるものとすることが適当であ

る。

また、第一種指定化学物質を含有する製品と第二種指定化学物質を含有する製品は、

いずれも、管理すべき製品であるという点において目的は同じであること、第二種指

定化学物質は生産量等が増加した場合には第一種指定化学物質に変更になる可能性が

あり、これに伴い、第二種指定化学物質を含有する製品は、第一種指定化学物質を含

有する製品になることを考慮すれば、両者の要件は同じものとすることが適当である。
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３ 検討すべき事項

対象となる製品の要件を設定するに当たり、次の事項を検討する必要がある。

(1) 製品の形態

一概に含有する製品といっても様々なものがあり、事業者が取り扱っている過程

では、ほとんど環境に指定化学物質を排出しない形態のものもある。このため、ど

こまでの形態のものを対象にすべきかを検討する必要がある。

(2) 含有率

指定化学物質を含むといっても、どの程度含む製品を対象とするかを明確にする

必要がある。

この際、含有率が非常に低いものについては、事業者による当該化学物質の把握

が困難になる割には、環境中への指定化学物質の排出量が小さく、結果として法が

目的とする効果に比して事業者の負担が過大になるおそれがあること、含有率につ

いて国際的な水準より低くした場合には、輸入した製品中に含まれる指定化学物質

を把握できない可能性があること等に留意することが重要である。

４ 検討すべき事項に対する対応方針

(1) 製品の形態について

密閉包装されている主として一般消費者の生活の用に供される製品①

一般消費者の生活の用に供する製品であって、製造されてから消費者に届くま

での間、指定化学物質が排出されないように密閉包装されたまま流通し、販売・

提供されるものについては、事業者が取り扱う過程では、指定化学物質を環境中

に指定化学物質を排出する可能性は低いものと考えられる。また、このような製

品を事業者が取り扱うとしても、通常は、一般消費者と同様の使用形態であり、

排出量が少量の割には、その排出量の把握のための負担が大きい。このため、こ

のような製品については、対象から除くことが適当である。

② 指定化学物質を含む製品が気体状のもの及び液体状のもの

指定化学物質を含む製品が冷媒、溶剤、接着剤、塗料等気体状のもの及び液体

状のものについては、取扱いの過程で漏れ、蒸発、排水への混入、土壌への漏れ

等により環境中に排出する可能性がある。このため、このような製品は、基本的

には対象にすることが適当である。

ただし、冷蔵庫中の冷媒やコンデンサー中の絶縁体等容器等に密閉されたまま

の状態で使用される形態の製品については、通常、事業者がこれらの製品を取扱

う過程で、環境中に指定化学物質を排出する可能性は低いものと考えられる。こ

のため、このような製品は、対象から除くことが適当である。
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③ 指定化学物質を含む製品が固体状のもの

ａ）固有の形状を有しない製品

粉末等固有の形状を有しない固体状の製品は、溶解等の取扱いの過程で指定

化学物質を環境中に排出する可能性がある。このため、このような形状の製品

は対象にすることが適当である。

ただし、粉末等固有の形状を有しない固体状の製品であって密閉されたまま

の状態で使用される形態の製品については、通常、事業者がこれらの製品を取

扱う過程で、環境中に指定化学物質を排出する可能性は低いものと考えられる。

このため、このような製品は、対象から除くことが適当である。

ｂ）固有の形状を有する製品

ア）取扱いの過程で溶融、蒸発又は溶解する製品

固有の形状を有する製品のうちインゴット等取扱いの過程で溶融、蒸発、

又は溶解する製品は、その過程で、大気や排水中等に指定化学物質を排出す

る可能性がある。このため、このような形状の製品は対象にすることが適当

である。

イ）取扱いの過程で製品や指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解しない製品

固有の使用形状を有するもののうち、組立部品、管、板、フィルム等取扱

いの過程で溶融、蒸発又は溶解しない製品は、通常、使用過程で形状が変化

しないように設計されている。このため、容易に指定化学物質が環境中に排

出されるとは考えにくい。

なお、これらの製品の中には切断等の加工が行われることが想定される製

品（管、板、フイルム等）があるが、ほとんどが、廃棄物に含まれての移動

量しか想定されない。本法においては、移動量は補完的なものであるため、

このような製品を対象にする必要はないものと考えられる。

また、圧延加工や鍛造加工が行われる金属原料については、金属を引き延

ばしたり、変形させたりするが、この工程では金属等の指定化学物質を環境

中に排出する可能性は極めて少ないものと考えられる。

このため、これらの製品については、対象から除くことが適当である。

ただし、石綿を含有する製品であって取扱いの過程で精製や切断等の加工

が行われるものは、精製や切断等の加工に伴い石綿が環境中に排出される可

能性があるため、対象に含めることが適当である。

④ 譲渡、提供され再生される製品（再生資源）

事業者から再生・再利用のために譲渡、提供されるもの（再生資源）は、一般

に製品に該当することが多いが、種々雑多なものの集合体であり、含有する化学

物質の割合も一定しないことから、通常、どのような化学物質がどれだけ含まれ

ているか把握することが困難である。このようなものは、ＭＳＤＳの交付等の対

象から除くことが適当である。

なお、これを扱って再生品を製造する事業者は、その他の要件を満たせばＰＲ
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ＴＲの届出義務やＭＳＤＳの交付義務が課せられることとなる。

⑤その他

ａ）廃棄物の取扱いについて

廃棄物については、種々雑多なものの集合体であり、その割合も一定しない

ことから、通常、どのような化学物質が含まれているか把握することが困難で

ある。

また、そもそも製品ではないことから、法律上の「製品」としては扱わない

ことが適当である。

ｂ）天然物の取扱いについて

天然物（鉱石等自然に存在したものを採取してなんらの加工も行われていな

いもの（自然から採取されたそのままの鉱物等））については、種々雑多なも

のの集合体であり、その割合も一定しないことが多く、通常、どのような化学

物質が含まれているか把握することが困難である。また、工業プロセスを経た

ものではなく、製造物責任法においても製造物にはなっていない。このため、

法律上の「製品」としては扱わないことが適当である。

なお、一般的に鉱石や原油は、選鉱、脱水、脱泡等の工業プロセスを経た後

のものが出荷される。このようなものは、対象とすることが適当である。

(2) 含有率について

① 現在、混合物の国際的な分類調和の基準が検討されているところであり、基準

が決まっていない状況ではあるものの、すでにＰＲＴＲやＭＳＤＳを実施してい

る諸外国における製品の基準は、次のとおりである。

・米国のＰＲＴＲ及びＭＳＤＳの対象となる混合物は、対象となる化学物質が発

がん性の疑いのある物質である場合には０．１％以上含有するもの、その他の

物質については、１％以上含有するものとなっている。

・欧州のＭＳＤＳの対象となる混合物については、対象となる化学物質が発がん

性の疑いの強い物質を含む猛毒、毒性のある物質である場合でも０．１％未満

の含有率の場合には考慮しないこととしており、その他の有害性のある物質で

ある場合でも１％未満の含有率の場合には考慮しないこととしている。

② また、日本での他法令における製品の定義の例としては、労働安全衛生法特定

化学物質等障害予防規則において健康障害を引き起こすおそれの大きい物質を含

む製品等を指定しているが、その場合、通常は対象物質を１％以上含むものとな

っている。

③ なお、第一種指定化学物質を選定するに当たって、発がん性クラス１の物質に

ついては、特に重篤な障害をもたらす物質であることが明らかであるとして位置

づけられている。このため、他の指定物質に比べ、より厳重に管理する必要があ

ると考えられる。
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④ 上記のことを踏まえれば、基本的には指定化学物質を１ 質量％以上含む製品を

対象とし、発がん性クラス１の指定化学物質については、０．１ 質量％以上含む

製品を対象とすることが適当である。

⑤ この場合、金属等の元素又はシアン（以下「元素等」という。）の化合物につ

いては、一般に濃度や排出量等の測定、大気質の基準、水質基準、作業環境許容

濃度の基準は、元素等の換算値で行われていること、元素等の換算で排出量等の

届出を求めることになると考えられること等から、含有率の考え方としては、化

合物全体の合計値ではなく、元素等の換算値で判断することが適当である。

５ 結論

以上のことから「製品であって政令で定める要件に該当するもの」とは、以下のと

おりとすることが適当である。

①気体又は液体状の混合物

②固体状の混合物のうち粉末等の固有の形状を有しないもの

③固有の形状を有する混合物のうち取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶

解する可能性のあるもの

④石綿を含有する製品であって取扱いの過程で精製や切断等の加工が行われるもの

のいずれかに該当するものであって指定化学物質を１ 質量％以上（ただし、発がん性

の物質であることが知られている化学物質（発がん性クラス１の指定化学物質）につ

いては０．１ 質量％以上）含有するものとすることが適当である。ただし、上記①～

④に該当する製品のうち以下の製品は除くことが適当である。

・主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち指定化学物質が排出されないよ

う容器等に密閉包装された状態で流通し、販売・提供されるもの

・密閉されたままの状態で使用される形態の製品

・譲渡、提供され再生される製品（再生資源）
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Ⅱ ＰＲＴＲ対象事業者について

１ 第一種指定化学物質等取扱事業者（ＰＲＴＲ対象事業者）の定義

本法において、第一種指定化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれての移動量

についての届出を義務づけられる第一種指定化学物質等取扱事業者（ＰＲＴＲ対象事業

者）は、第２条第５項において、以下のように定義されている。

次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営む

ものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める

要件に該当するものをいう。

一 第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種指定化学物質又は第一

種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの（以下「第

一種指定化学物質等」という。）を使用する者その他業として第一種指定化学物質等

を取り扱う者

二 前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質

を生成させ、又は排出することが見込まれる者

２ 第一種指定化学物質等取扱事業者の特定の基本的考え方

（１）本法においては、人の健康や生態系に有害性があり、相当広範な地域の環境にお

いて継続して存すると認められる化学物質を対象にしてその環境への排出量等の把

握に関する措置（ＰＲＴＲ）等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主

的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として

いる。

（２）法第２条第５項各号では、上記のように第一種指定化学物質又はこれらを含有す

る製品を製造、使用その他業として取り扱う等、事業活動に伴って第一種指定化学

物質を環境中に排出すると見込まれる事業者のうち、特定の業種に属し、一定の要

件に該当する事業者を、排出量等の届出が必要な事業者として規定している。

［ここで、「製造」とは、事業所において化学反応、精製等により第一種指定化学

物質を作り出すこと（例：重合、酸化・還元、精製、分離等）であり、「使用」と

は、第一種指定化学物質又は第一種指定化学物質を含有する製品を事業所の工程に

おいて使用すること（例：混合、洗浄、塗装等）であり、「その他の取扱い」とは

上記の製造及び使用に該当しないもの（例：貯蔵の際の搬入・搬出等）である。ま

た、非意図的生成化学物質（例：ダイオキシン類）は製造、使用、その他業として

取扱われるものではないが、法第２条第５項第２号にあるように、事業活動に伴っ

て付随的に生成させ、又は排出されるものである。］
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（３）しかしながら、法第２条第５項各号に列記された者に該当する事業者にとって、

各号の規定のみからは自らがこれに該当する事業者であることを認識できない場合

や、取扱量（製造量、使用量等）が少量すぎて排出量が算出できない、又はきわめ

て少量の推計値となり、結果として法が目的とする効果に比して届出義務が相対的

に過重になるおそれがある場合等の様々な事情があると考えられる。

（４）このため、第一種指定化学物質の取扱いや環境への排出の可能性、届出に係る事

業者の負担も勘案して、届出義務が過重にならないよう適切な範囲のものとなるよ

う届出義務者の範囲を明確に示すことが必要である。

（５）このような考えから、本法における届出義務者については、法第２条第５項各号

に該当する事業者のうち、第一種指定化学物質の排出の見込み及び届出に伴う事業

者の負担を勘案して、業種を政令で特定し、その上で、第一種指定化学物質の取扱

量等を勘案して政令で要件を定めて裾切りを行い、第一種指定化学物質の排出の可

能性が低い事業者や、法が目的とする効果に比して届出義務が過重になるおそれが

ある事業者を除くことにより、その範囲の明確化等を図ることが適当である。

（６）なお、すでに前章において、第一種指定化学物質を含有する製品については、そ

の形態及び第一種指定化学物質の含有率を特定し、環境中に第一種指定化学物質を

排出する可能性が高い製品の要件を示している。
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３ 対象業種

３－１ 業種指定の基本的考え方

（１）本法において対象業種を特定するのは、その業種に属する事業者が第一種指定化

学物質を環境中に排出すると見込まれる業種のうち、届出に伴う効果と事業者の負

担とを勘案した上で業種を指定することにより、事業者が、自らの業種が対象であ

り、排出量等の把握が必要と認識し、確実に届出を行うことができるようにするた

めである。

なお、業種の指定には、我が国において業種分類として広く用いられている日本

標準産業分類の業種区分を基本的に用いることとする。この場合、化学物質の取扱

いに係る業の特性に応じて、大分類、中分類、小分類、細分類を用いて指定するこ

とが適当である。

（２）なお、業種ごとに第一種指定化学物質等の取扱等の様態を勘案し、定点における

排出量の把握自体が困難である場合、業の特性として個々の事業者による取扱量が

少ない場合等、届出義務を課すことによって、事業者の負担が排出量等の把握によ

り得られる効果に比して相対的に過大となる場合においては、そのような業種につ

いて、個々の事業者に届出義務を課さずに国が推計により排出量を把握することが

適当である。

３－２ 具体的な業種指定

業種の事業特性、これまでのＰＲＴＲパイロット事業や化学物質の使用実態調査によ

り得られた取扱や排出の実態等を踏まえると、届出義務の対象とすべき業種は表のとお

りとすることが適当である。

なお、今後、対象化学物質の見直し、化学物質の使用状況の変化、化学物質の使用実

態調査による新たな知見等があれば、必要に応じ業種指定を見直すことが適当である。
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表 対象業種

○鉱業のうち、以下の業種

・金属鉱業

・原油・天然ガス鉱業

○製造業（全業種）

・食料品製造業

・飲料・たばこ・飼料製造業

・繊維工業

・衣服 その他の繊維製品製造業・

・木材・木製品製造業

・家具・装備品製造業

・パルプ･紙･紙加工品製造業

・出版・印刷・同関連産業

・化学工業

・石油製品･石炭製品製造業

・プラスチック製品製造業

・ゴム製品製造業

・なめし革･同製品･毛皮製造業

・窯業・土石製品製造業

・鉄鋼業

・非鉄金属製造業

・金属製品製造業

・一般機械器具製造業

・電気機械器具製造業

・輸送用機械器具製造業

・精密機械器具製造業

・武器製造業

・その他の製造業

○電気・ガス・熱供給・水道業のうち、以下

の業種

・電気業

・ガス業

・熱供給業

・下水道業

○運輸・通信業のうち、以下の業種

・鉄道業

・倉庫業（農作物を保管する場合又は貯蔵

タンクにより気体又は液体を貯蔵する場

合に限る）

○卸売・小売業、飲食店のうち、以下の業種

・各種商品卸売業（石油卸売を行う者に限

る。）

・石油卸売業

(*)・鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ卸売業

(*)・自動車卸売業

自動車用エアコンディショナーに封入(*)
された物質を取り扱う者に限る。

・燃料小売業

○サービス業のうち、以下の業種

・洗濯業

・写真業

・自動車分解整備事業（道路運送車両法第

７７条に規定するものをいう。）

・機械修理業

・商品検査業

・計量証明業(一般計量証明業を除く)

・廃棄物処理業のうち、以下の業種

・ごみ処分業

・産業廃棄物処分業

・特別管理産業廃棄物処分業

・高等教育機関（付属施設を含み、人文科

学のみに係るものを除く）

・自然科学研究所

○公務（その行う業務によりそれぞれの業種

に分類して扱い、分類された業種が上記の

対象業種であれば同様に届出対象。また、

自衛隊も届出対象。）

（注）「協同組合」については、その行う業

務によりそれぞれの業種に分類して扱う。
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４ 対象事業者の要件

４－１ 事業者要件の考え方

（１）第一種指定化学物質を環境に排出する見込みがある業種に属する事業者について

は、本法に基づく排出量の把握及び届出義務を課すこととするのが原則である。

（２）しかしながら、小規模の事業者については、ＰＲＴＲの継続的な実施に必要な事

務体制の整備が困難であること、事業者における化学物質の取扱量が一般的に少な

いこと等の事情から、本法に基づく排出量等の把握及び届出義務を課すことが事業

者に人的・経済的に過重な負担となったり、円滑な義務履行が困難なおそれがある。

（３）また、対象化学物質の取扱量が少量である場合には、排出量も少量であり、本法

に基づく排出量等の把握及び届出義務を課すことが、その効果と比較して過重な負

担となるおそれがある。

（４）このため、本法第２条第５項の規定に基づき、届出義務を課す事業者の裾切り要

件を、従業員規模及び事業所ごとの第一種指定化学物質の取扱量を指標として設定

することが適当である。

（５）なお、要件に満たない事業所からの排出量については、「届け出られた排出量以

外の排出量」として、法第９条に基づき、環境庁及び通産省において関係行政機関

の協力を得て推計することが適当である。

４－２ 具体的な要件の設定

4-2-1 従業員数

（１）中小企業基本法においては、国が中小企業の振興を図るための施策を講ずるに当

たり、これらの施策が円滑に実施されるように経営の改善発達に努めるとともに、

その従業者が他の企業の従業者と均衡する生活を営むことを期することができるよ

うに金融、税制その他の事項につき必要な考慮を払う「小規模企業者」を、「おお

むね常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる

事業として営む者については、５人）以下の事業者をいう。」（第２３条）と定義

している。また、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律では、

この規定を引用して、再商品化義務を免除する小規模企業者の範囲を定めている。

（２）ＰＲＴＲの効果的な実施を確保する観点から、ある程度の規模以上の事業者を届

出義務対象者とすれば、届出義務の履行により大部分の排出量等を把握することが

期待できる。一部地方公共団体が実施した化学物質使用実態調査結果を見ると、常
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用雇用者数２１人以上の事業所における化学物質の取扱量が大半を占めていた。そ

のため、届出義務を課す「事業者」としての規模要件を考えた場合、常用雇用者数

２１人以上の事業者に届出義務を課せば、化学物質の取扱量の大半を押さえること

ができ、排出量等の把握に支障は生じないと考えられる。

（３）以上より、事業者の規模要件としては、「常用雇用者数２１人以上」とすること

が適当である。

（４）なお、将来、制度が定着して、この規模要件では、届出による排出量が十分把握

できていないことが判明した場合は、事業者の対応能力も調査した上で規模要件を

引き下げることも検討することが適当である。

4-2-2 取扱量等

（１）事業者の年間取扱量を指標とした裾切りについては、定点からの排出源となりう

るのは「事業所」であることから、事業所単位で設定することが適当である。

（２）また、ＰＲＴＲの効果的な実施を確保する観点からは、取扱量による裾切りを行

っても、届出義務の履行により大部分の排出量等が把握されるようにすることが必

要である。

（３）年間取扱量による裾切りはカナダ及び米国で用いられており、カナダでは全ての

化学物質について一律に一事業所当たり年間取扱量（製造量、使用量等）１０ｔ以

上、米国では製造量については年間25,000ポンド（約１１ｔ）以上、使用量につい

ては10,000ポンド（約５ｔ）以上の場合に排出量等を報告することとされている。

これに対し、環境庁のパイロット事業の結果によると、我が国では一事業所当たり

年間取扱量１ｔ以上の裾切りであれば、取扱量や排出量の大半を把握できるという

結果が得られている。

（４）以上により、取扱量に係る要件としては、原則として、いずれかの第一種指定化

学物質の年間取扱量が１ｔ以上である事業所を有する事業者は、当該事業所からの

排出量等を届け出ることとすることが適当である。この場合、元素等の化合物につ

いては、製品中の含有率の判断と同じように、化合物全体の合計値ではなく、元素

等の換算値で判断することが適当である。

（５）なお、当初２年間は、原則として、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量

が５ｔ以上である事業所を有する事業者が、当該事業所からの排出量等を届け出る

こととすることにより、段階的に進めるものとし、制度の円滑な実施を図ることが

適当である。
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（６）ただし、以下のような場合には、特別の要件を設定することが適当である。（な

お、以下のような要件を適用する事業者についても、4-2-1の従業員数による規模要

件を適用することが適当である。）

○米国等の国々においては、有害性の高低で取扱量の裾切りに差を設けていない。

しかしながら、人に対して発がん性がある物質（対象物質選定において発がん性

のクラスが１の物質）については、特に重篤な障害をもたらす物質であることが

明らかであると位置づけられていることに鑑み、上記の年間取扱量１ｔの裾切り

を引き下げ、年間取扱量0.5ｔ以上の場合に届出義務を課すことが適当である。

○下水道業又は廃棄物処理業を営む者は、下水や廃棄物の処理のために第一種指定

化学物質を使用する場合を除き、第２条第５項第２号（事業活動に伴って付随的

に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者）に該当す

ると考えられる。これらの者については、第一種指定化学物質を主体的に取扱わ

ず、また下水や廃棄物に含まれる化学物質の種類及び組成は把握が困難であると

いう特殊性があることから、取扱量による要件の設定が困難である。このため、

下水道終末処理施設又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可又は届

出の対象となる施設を設置する事業者を対象とすることが適当である。（なお、

下水や廃棄物の処理のために第一種指定化学物質を使用する場合は、同条同項第

１号に該当する事業者となる｡)

○その他、天然物を原料とする事業者は、その処理等の際、目的物質以外の第一種

指定化学物質が付随的に排出することが見込まれる場合もある。この場合は、第

２条第５項第２号（事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、

又は排出することが見込まれる者）に該当すると考えられる。これらの者につい

ては、天然物に含有される化学物質の種類及び組成は把握が困難であるという特

殊性があることから、これらの含有物質の取扱量による要件の設定が困難である。

この場合、含有化学物質の環境への排出に関し、関係法令に基づき届出、認可等

の対象となる施設を設置する事業者を対象とすることが適当である。

○また、ダイオキシン類が非意図的生成化学物質として排出される場合は、「取扱

い」の概念になじまず、またその有害性が高いことから、法令に基づきダイオキ

シン類の排出濃度の実測義務が課せられている事業者を対象として、本法におけ

る届出義務を課すことが適当である。
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５ その他留意事項

（１）上記、ＰＲＴＲの届出対象事業者に該当しない事業者においても、法第２条第６

項に規定される「指定化学物質等取扱事業者」に該当する場合、法第４条に規定さ

れる第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがある

ものであること等法第２条第２項各号のいずれかに該当するものであることを認識

し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取

扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよ

う努める責務を有する事業者には該当する。

また、法第１４条に規定する指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提

供する場合は、ＭＳＤＳの提供の義務を有する。

（２）一事業者が２つ以上の事業を行っている場合は、そのうちいずれか一つでも対象

業種として指定されていれば、届出義務を課すことが適当である。

６ 結論

上記の考え方により、法第２条第５項に規定している「政令で定める業種に属する事

業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令

で定める要件に該当するもの」とは、以下の（１）から（３）のすべての要件に該当す

る事業者とすることが適当である。

（１）対象業種：表

（２）従業員数：常用雇用者数２１人以上の事業者

（３）取 扱 量：いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が１ｔ以上である事業所

を有する事業者

（当初２年間は、いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が５ｔ以

上である事業所を有する事業者）

ただし、特別の要件として、

①人に対して発がん性がある物質（対象物質選定において発がん性のク

ラスが１の物質）の年間取扱量0.5ｔ以上の事業所を有する事業者

②下水道業又は廃棄物処理業を営む者にあっては、下水道終末処理施設

又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可又は届出の対象と

なる施設を設置する事業者

③天然物を原料とする場合は、含有化学物質の環境への排出に関し、関

係法令に基づく届出、認可等の対象となる施設を設置する事業者

④法令に基づきダイオキシン類の排出濃度の実測義務が課せられている

事業者

も対象となる。
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